
　　　　　　介護予防支援事業を委託している場合の書類等の流れについて(基本的な流れ) 平成２５年１月２９日　さいたま市

利用者 地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 サービス事業者

② ①

利用者と契約 業務委託契約
代理受領委任状の提出 （※県外委託の場合を除く）

代理受領委任状の提出

（市役所介護保険課を通して提出） ③ 　　利用者基本情報作成

書類作成(包括に確認) 　　基本チェックリスト作成
　　　介護予防サービス支援計画書 介護予防サービス支援計画書
　　　サービス利用票・別表 　　　サービス提供票・別表

④利用者へ提示・確認 送付

支援計画書で確認しながら
提供票・別表又は「介護予防
実績/利用状況報告書」に
実績を記載

　給付管理票の下書作成
　サービス提供票・別表（実績の確認） 提出(翌月早々)

　　サービス提供票・別表（利用票でも可）

⑥ ⑤ 　　又は「介護予防実績/利用状況報告書」

サービス提供票・別表 　　その他（委託元（包括）から提出する指示があった資料等）
その他の資料　　　　　　　　確認 提出 　　（給付管理票の下書き）

毎月５日まで

国保連 給付管理票の作成
請求書作成(様式1)
介護予防支援介護給付費明細書
(様式第7の2)作成

提出
審査・支払 毎月10日まで

　　　請求書・明細書
提出

支払

委託料の支払

委託期間中は、居宅介護支援事業者が原本を保
管する。（修正する場合の利便性を考えて）
委託契約の終了又は解除時に、原本や資料等は
包括に返却する。

居宅介護支援事業者からの提出
があった提供票及び別表で、不
明な点があれば、委託事業者に
確認する。

提供票・別表だけでなく、必
ずサービス提供事業所には、
支援計画書の写しも渡す。
（介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準第30
条の第十一号）

⑦


